
睦
月
に

思
う

い
つ
も
の
年
な
ら

「
ご
家
族
お
そ
ろ
い

で
健
や
か
に
新
年
を

お
迎
え
の
こ
と
と
」

と
始
め
ら
れ
る
は
ず

で
す
が
、
今
年
は
全
く
そ
う
い

う
状
況
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
は
、

想
像
を
は
る
か
に
超
え
た
勢
い

で
拡
が
っ
て
い
ま
す
。
特
に
東

京
を
中
心
と
す
る
首
都
圏
で
は
、

感
染
経
路
不
明
者
の
割
合
が
日

に
日
に
増
大
し
て
い
る
憂
慮
す

べ
き
状
況
で
す
。
二
日
に
は
、

本
県
の
大
野
知
事
を
含
め
た
一

都
三
県
の
知
事
が
、
感
染
状
況

の
悪
化
と
医
療
体
制
の
ひ
っ
迫

を
踏
ま
え
て
、
西
村
担
当
大
臣

に
緊
急
事
態
宣
言
の
発
出
を
要

請
。
こ
れ
を
受
け
、
先
程(

四

日)

の
菅
総
理
の
会
見
で
は

「
一
都
三
県
へ
の
緊
急
事
態
宣

言
発
出
を
検
討
す
る
」
と
述
べ

ら
れ
て
い
ま
し
た
。
二
度
目
の

緊
急
事
態
宣
言
の
発
出
、
私
も

改
め
て
、
「
未
知
の
感
染
症
の

脅
威
」
と
い
う
も
の
が
如
何
に

甚
大
な
も
の
か
と
い
う
事
を
思

い
知
ら
さ
れ
る
毎
日
で
す
。

ま
た
、
地
元
鴻
巣
市
に
お
け

る
累
計
感
染
者
数
も
三
日
現
在

で
１
４
５
例
に
上
り
、
前
日
比

二
桁
以
上
の
増
加
と
い
う
日
も

見
ら
れ
て
き
て
い
ま
す
。
ど
う

か
市
民
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し

て
は
、
今
一
度
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
対
策
の
原
点
に
立
ち

返
り
、
「
う
が
い
・
手
洗
い
・

マ
ス
ク
着
用
の
徹
底
」
に
努
め

ら
れ
、
三
つ
の
「
密
」
を
避
け

る
行
動
を
お
取
り
い
た
だ
き
、

発
出
さ
れ
た
緊
急
事
態
宣
言
の

示
す
と
こ
ろ
を
受
け
取
っ
た
日
々

を
お
過
ご
し
く
だ
さ
る
よ
う
心

か
ら
お
願
い
致
し
ま
す
。

県
議
会
に
お
い
て
も
、
県
庁

職
員
の
皆
さ
ん
が
全
集
中
で
対

策
に
あ
た
れ
る
よ
う
、
恒
例
の

新
年
賀
詞
交
歓
会
も
「
中
止
」

と
い
た
し
ま
し
た
。
こ
う
し
た

中
で
、
県
民
の
皆
様
に
少
し
で

も
早
く
「
安
心
・
安
全
」
を
お

届
け
出
来
る
よ
う
、
県
執
行
部
、

県
教
育
委
員
会
、
そ
し
て
議
会

が
一
丸
と
な
っ
て
取
り
組
み
を

進
め
て
参
り
ま
す
の
で
、
そ
の

一
助
と
な
る
べ
く
今
後
も
様
々

な
ご
意
見
を
賜
れ
れ
ば
幸
い
で

す

。
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県議会１２月定例会は１１月３０日から１２月１８日にかけて

開催され、補正予算【第１０号】【第１１号】をはじめ県立４病院

の地方独立行政法人化を進めるための条例等を議決しました。

補正予算【第１１号】１９億４，２８３万２千円は、新型コロナの

感染拡大に伴う飲食店等（対象：さいたま市大宮区、川口市、

越谷市）への営業時間短縮要請（第１期：１２月４日～１７日）に

対して、全期間協力した店舗に協力金３２万円を支給するため

のものです。県はさらに時短期間の延長（第２期：１２月１８日～

２７日）と、全期間協力した店舗に協力金４０万円を追加支給す

ることを１２月１５日に発表しました。

なお補正予算【第１１号】に関して、私たち自民党県議団は

『科学的根拠を生かした新型コロナウイルス感染症対策を求め

る決議』を提案し、付帯決議として議決しています。

補正予算【第１０号】は、債務負担行為（限度額：４８億５，９３

４万円）及び繰越明許費（６５億５，０３５万４千円）の設定です。

債務負担行為の設定とは、来年度の頭に支出できるよう設定し、

来年第１四半期の工事量

を確保するためのもので

す。これによって、年度末

に道路工事が集中すると

いった状況を避けることが

できます。また、関係機関

との調整に不測の日数を

要した事業などについて、

繰越明許費を設定するこ

とで適切な工期を確保す

ることができます。

その他、県立４病院（循

環器・呼吸器病センター、

がんセンター、小児医療センター、精神医療センター）の地方

独立行政法人化を進めるための条例を制定しました。４病院の

法人化によって、これまで以上に県民の生命と健康を支える医

療機関となるよう、しっかり見ていきたいと思います。
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県迷惑行為防止条例を一部改正
自民党議員団「迷惑行為防止条例の一部改正検討プロジェクトチー

ム」で検討を進めていました「埼玉県迷惑行為防止条例」の一部改

正について、１２月定例会において提案を行い、議決・成立しました。

近年のスマートフォンの普及によって、公共の場や乗り物の中と

は断定できない場所での盗撮事件が増えており、これまで「公共

の場や乗り物内」に限定していた規制場所について、学校や事務

所、住宅等も加えたほか、カメラを向けたり設置する行為も規制の

対象と定めました。なお、施行は令和3年4月1日からです。

県迷惑行為防止条例を一部改正
自民党議員団「迷惑行為防止条例の一部改正検討プロジェクトチー
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の場や乗り物内」に限定していた規制場所について、学校や事務

所、住宅等も加えたほか、カメラを向けたり設置する行為も規制の

対象と定めました。なお、施行は令和3年4月1日からです。
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■かかりつけ医がいない方

受診先の確認・受診を迷う場合

埼玉県受診・相談センター
TEL：０４８－７６２－８０２６ FAX：０４８－８１６－５８０１

受付時間：午前９時～午後５時３０分 月～土（祝日含む）

■かかりつけ医がいない方

受診先の確認・受診を迷う場合

埼玉県受診・相談センター
TEL：０４８－７６２－８０２６ FAX：０４８－８１６－５８０１

受付時間：午前９時～午後５時３０分 月～土（祝日含む）

■夜間や休日・緊急時

受診先の確認・一般的な質問

県民サポートセンター
TEL：０５７０－７８３－７７０ FAX：０４８－８３０－４８０８

受付時間：２４時間年中無休

■夜間や休日・緊急時

受診先の確認・一般的な質問

県民サポートセンター
TEL：０５７０－７８３－７７０ FAX：０４８－８３０－４８０８

受付時間：２４時間年中無休

県は、発熱患者が迷わずに地域の医療機関等で受診するこ
とができるよう、新型コロナウイルス感染症とインフルエン
ザ両方の診療・検査を行うことができる医療機関を「埼玉県
指定 診療・検査医療機関」として指定、公表しています。
指定 診療・検査医療機関は「埼玉県指定 診療・検査医療
機関検索システム（下記アドレス）」から検索してください。

☞ ｈｔｔｐｓ：//ｆｌｕーｓｅａｒｃｈ．ｐｒｅｆ．
ｓａｉｔａｍａ．ｌｇ．ｊｐ/

県は、発熱患者が迷わずに地域の医療機関等で受診するこ
とができるよう、新型コロナウイルス感染症とインフルエン
ザ両方の診療・検査を行うことができる医療機関を「埼玉県
指定 診療・検査医療機関」として指定、公表しています。
指定 診療・検査医療機関は「埼玉県指定 診療・検査医療
機関検索システム（下記アドレス）」から検索してください。

☞ ｈｔｔｐｓ：//ｆｌｕーｓｅａｒｃｈ．ｐｒｅｆ．
ｓａｉｔａｍａ．ｌｇ．ｊｐ/

鴻巣市登録医療機関 電話番号 受診対象 予約方法
小児の
受診

赤見台整形外科・内科クリニック 048-595-1100 かかりつけ患者のみ 電話

医療法人アイシン 大塚医院 048-541-0932 かかりつけ患者のみ 電話

医療法人 鴻生会 小室クリニック 048-541-0020 不要 ○

医療法人財団ヘリオス会ヘリオス会病院 048-569-3111 電話 ○

医療法人社団鴻飛会鴻巣外科胃腸科 048-543-7770 かかりつけ患者のみ 電話

医療法人社団すまいるらいふ プライムクリニック 048-543-8888 不要 ○

医療法人社団斐翔会 ふたむら内科クリニック 048-540-6635 かかりつけ患者のみ 電話

医療法人社団山口内科クリニック 048-541-0215 かかりつけ患者のみ 電話

医療法人社団わたまクリニック 048-541-5756 かかりつけ患者のみ 電話

北鴻巣クリニック 048-596-1423 かかりつけ患者のみ 電話 ○

こうのす共生病院 048-541-1131 かかりつけ患者のみ 電話

埼玉県済生会なでしこメンタルクリニック 048-598-6600 かかりつけ患者のみ 電話

埼玉脳神経外科病院 048-541-2800 かかりつけ患者のみ 不要

佐野医院 048-541-2888 かかりつけ患者のみ 電話

慈心会 中村医院 048-541-1331 かかりつけ患者のみ 電話

社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部
埼玉県済生会鴻巣病院

048-596-2221 かかりつけ患者のみ 電話

高橋胃腸科医院 048-542-5018 電話 ○

たけうちクリニック 048-594-7701 不要

ひまわりこどもクリニック 048-544-5600 Ｗｅｂ ○

宮坂医院 048-569-0100 かかりつけ患者のみ 電話

山田ハートクリニッ 048-540-4180 かかりつけ患者のみ 電話

わかやま耳鼻咽喉科クリニック 048-541-0208 かかりつけ患者のみ 電話

鴻巣市登録医療機関 電話番号 受診対象 予約方法
小児の
受診

赤見台整形外科・内科クリニック 048-595-1100 かかりつけ患者のみ 電話

医療法人アイシン 大塚医院 048-541-0932 かかりつけ患者のみ 電話

医療法人 鴻生会 小室クリニック 048-541-0020 不要 ○

医療法人財団ヘリオス会ヘリオス会病院 048-569-3111 電話 ○

医療法人社団鴻飛会鴻巣外科胃腸科 048-543-7770 かかりつけ患者のみ 電話

医療法人社団すまいるらいふ プライムクリニック 048-543-8888 不要 ○

医療法人社団斐翔会 ふたむら内科クリニック 048-540-6635 かかりつけ患者のみ 電話

医療法人社団山口内科クリニック 048-541-0215 かかりつけ患者のみ 電話

医療法人社団わたまクリニック 048-541-5756 かかりつけ患者のみ 電話

北鴻巣クリニック 048-596-1423 かかりつけ患者のみ 電話 ○

こうのす共生病院 048-541-1131 かかりつけ患者のみ 電話

埼玉県済生会なでしこメンタルクリニック 048-598-6600 かかりつけ患者のみ 電話

埼玉脳神経外科病院 048-541-2800 かかりつけ患者のみ 不要

佐野医院 048-541-2888 かかりつけ患者のみ 電話

慈心会 中村医院 048-541-1331 かかりつけ患者のみ 電話

社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部
埼玉県済生会鴻巣病院

048-596-2221 かかりつけ患者のみ 電話

高橋胃腸科医院 048-542-5018 電話 ○

たけうちクリニック 048-594-7701 不要

ひまわりこどもクリニック 048-544-5600 Ｗｅｂ ○

宮坂医院 048-569-0100 かかりつけ患者のみ 電話

山田ハートクリニッ 048-540-4180 かかりつけ患者のみ 電話

わかやま耳鼻咽喉科クリニック 048-541-0208 かかりつけ患者のみ 電話

★注意事項
・必ず予約又は事前に電話連絡をしてか

ら受診してください。

事前連絡せず医療機関に行っても受診
できないことがあります。

・新型コロナウイルス感染症の検査は、
医師が認めた場合に実施します。

・漠然とした不安がある、陰性証明が欲
しいという理由での検査はできません。

・受診の際はマスクを着用し、医療機関
の指示に従ってください。

・発熱などで受診される場合は、なるべ
く公共交通機関を避けてください。

・診療のみを行い、検査は連携医療機関
等へ引継ぐものも含んでいます。

★注意事項
・必ず予約又は事前に電話連絡をしてか

ら受診してください。

事前連絡せず医療機関に行っても受診
できないことがあります。

・新型コロナウイルス感染症の検査は、
医師が認めた場合に実施します。

・漠然とした不安がある、陰性証明が欲
しいという理由での検査はできません。

・受診の際はマスクを着用し、医療機関
の指示に従ってください。

・発熱などで受診される場合は、なるべ
く公共交通機関を避けてください。

・診療のみを行い、検査は連携医療機関
等へ引継ぐものも含んでいます。


